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島根県医師国民健康保険組合からのお知らせ 

1. 令和５年度保険料について 

３月５日開催の第130回組合会において、令和５年度保険料(４月分より)が下記のとおり決

定されました。 

被保険者 

区分 

(基本保険料) (国に納める納付金) 

月額合計 
基礎賦課額 

後期高齢者支

援金等賦課額 

介護納付金賦課額 

介護保険 

第 2号被保険者 (※１) 

組合員 ３６,０００円 ５,０００円 
   －円 (非該当) ４１,０００円 

５,０００円 (該 当) ４６,０００円 

家 族 ８,０００円 ５,０００円 
   －円 (非該当) １３,０００円 

５,０００円 (該 当) １８,０００円 

准組合員 ８,５００円 ５,０００円 
   －円 (非該当) １３,５００円 

５,０００円 (該 当) １８,５００円 
   

後期高齢者組合員会費(月額) ２,０００円 

※１：介護保険第2号被保険者＝40歳以上 65歳未満の方 

2. 新年度を迎えるにあたって 

医師国保組合から他の保険に移られた場合は、資格喪失手続きが必要となります！ 

 ご家族などが就職等により、被用者保険など他の保険に移られた場合は、医師国保組合の喪

失手続きが必要となります。（保険者変更の手続きは自動的に行われません。） 

〔提出いただく書類〕 

1. (様式第 2号-2)国民健康保険被保険者資格喪失届 

2. 被用者保険の被保険者証の写し(喪失日を確認するために必要です) 

3. 医師国保組合の被保険者証 

 進学により遠隔地に居住する場合は、「国民健康保険法第 116 条該当届(様式第 3 号)」の提

出をお願いいたします。 

〔提出いただく書類〕 

1. (様式第 3号)国民健康保険法第116条「該当・非該当」届 

2. 該当届の場合は「在学証明書（写）」又は「学生証（写）」 

※ 各種申請様式は、医師国保組合ＨＰからダウンロードできます。 

3. 出産育児一時金支給金額が令和５年４月以降の出産について変更となりました 

今般、産科医療補償制度掛金の見直しが行われ、令和５年４月出産分より産科医療保障制度に加入

している分娩機関で出産された場合の出産育児一時金が改正されました。これに伴い、当組合の出

産育児一時金の支給金額を変更いたしました。（組合規約第 14条の一部改正） 

令和５年３月まで 

 

令和５年４月以降 

出産育児一時金 ４０万８千円 

産科医療保障制度に加入している分娩機関で 

出産された場合 加算額１万２千円 

合計支給額 ４２万円 

出産育児一時金 ４８万８千円 

産科医療保障制度に加入している分娩機関で 

出産された場合 加算額１万２千円 

合計支給額 ５０万円 
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4. 令和５年度各種健診(検診)事業のご案内 

 
～ 保険加入、保険給付、各種健診費用助成等どんなことでもお気軽にお問い合わせください ～ 

島根県医師国民健康保険組合  ℡：0852-26-3100  Fax：0852-26-3104 

 URL：https://shimane-ikokuho.or.jp  E-mail：isi-kokuho@ns.shimane.med.or.jp 


